
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年１１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第５号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２５年７月１６日 １３時００分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市八幡
や わ た

浦
うら

 

  壱岐市所在の金城岩
かなしろいわ

灯台から真方位３００°２,９００ｍ付近 

（概位 北緯３３°４６.８′ 東経１２９°４７.３′） 

事故等調査の経過  平成２６年１月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第八大豊
たいほう

丸、１４トン 

    ２９２－２２１４０福岡、平尾建設株式会社 

Ｂ コンクリートミキサー船 第１１大豊
たいほう

号、不詳 

   なし、平尾建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首船底外板に凹損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、作業員１人を乗せたＢ船を船尾

にえい
．．

航し、壱岐市芦辺町八幡地区特定漁港整備工事現場でコンクリ

ート打設作業をしていた。 

 船長Ａは、Ｂ船の作業場所の移動に伴い、Ｂ船をえい
．．

航して約１～

２ノットの対地速力で西方へ移動していた際、平成２５年７月１６日

１３時００分ごろ、八幡浦において、Ｂ船が岩礁に乗り揚げた。 

 船長Ａは、主機のクラッチを中立にして左舵を取ったところ、Ｂ船

が岩礁を乗り越したので、水深のある場所に移動し、作業員が船内及

び船外から船底を調査して浸水がないことの確認を行い、コンクリー

ト打設作業を再開した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐  上げ潮の中央期、潮高 約１３０cm（芦辺

港） 

  その他の事項  Ａ船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.４ｍであり、Ｂ船の喫水

は船首及び船尾共に約１.２ｍであった。 

 船長Ａは、ＧＰＳプロッターを作動させていたが、本事故当時は画

面を見ていなかった。 

 九州沿岸水路誌によれば、八幡浦に関し、次のとおり記載されてい



 

 

る。 

 壱岐島八幡浦は、浦のほぼ中央に赤島及び青島の２島があり、赤島

の南、北両側の水道内には岩礁があり、しかも全般に水深が浅いの

で、浦奥での避泊は小型船だけに限られる。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、八幡浦において、Ｂ船をえい
．．

航して作業場を移動中、船長

ＡがＧＰＳプロッターの画面を見ずに航行していたことから、岩礁に

接近していることに気付かず、Ｂ船が岩礁に乗り揚げたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、Ａ船が、八幡浦において、Ｂ船をえい
．．

航して作業場を移

動中、船長ＡがＧＰＳプロッターの画面を見ずに航行していたため、

岩礁に接近していることに気付かず、Ｂ船が岩礁に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。  

・船長は、事前に航行する海域の水深を調査すること。 

・ＧＰＳプロッターを設備している船舶の船長は、等深線の表示を

参考にすること。 

 



 

 

 


